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桐 生 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

開    会  令和5年5月31日（水） 

閉    会  令和5年5月31日（水） 

場    所  市役所 本館3階 特別会議室 

出席者 

 教育長  小 林 一 弘  委 員  板 橋 英 之 

 

 委 員  山 野 玲 子  委 員  松 本 昭 彦 

 

 委 員  飯 山 千 里 

欠席者 なし 

説明のため 

 

出席した職員 

 

教育部長 

教育部参事 

総務課長 

教育未来室長 

学校教育課長 

教育支援室長 

生涯学習課長 

文化財保護課長 

図書館長 

戸 部 裕 幸 

飯 泉 尚 士 

園 田 博 宣 

原 橋 貴 史 

渡 邉 真 宏 

鈴 木 智 行 

河 合 恵 子 

向 田 澄 枝 

助 川 登志子 

事務局職 

員出席者 
 

庶務係長 

庶務係（担当） 

山 本 江美子 

萩 原 健 二 

時  間 
開  会  午後 2時 00分 

閉  会  午後 2時 24分 
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提      出      議      案 

議 案 番 号 件          名 結 果 

議案第 12号 令和 5 年度桐生市学校給食共同調理場事業特別会計補正

予算（第 1 号） 

秘密会にて審議 

発 言 者 発    言    内    容 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

これまで、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から市民憲章の唱

和を控えておりましたが、５月８日から新型コロナウイルス感染症の感

染症法上の位置付けが５類感染症になりましたので、本日の定例会より

市民憲章の唱和を再開させていただきます。 

 

それでは、桐生市市民憲章の唱和をお願いします。 

私の方で前文を朗読いたしますので、項目からご唱和をお願いいたし

ます。 

 

全員、ご起立願います。 

 

（市民憲章の唱和） 

 

ありがとうございました。ご着席ください。 

 

 

それでは、これより桐生市教育委員会５月定例会を開会いたします。 

ただいまの出席者は、５名であります。 

直ちに会議を開きます。 

 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、会議規則第１８条の規定により、山野委員を指名 

いたします。 

 

◎日程第２ 会期決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

今期定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

＜異議なしの声＞ 
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教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

板橋委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本委員 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

  

ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

 

 

◎日程第３ 事務報告について を議題といたします。 

課ごとに順次報告をお願いいたします。 

（総務課から順次、建制順に事務報告） 

  

ただいまの事務報告について、質疑に入ります。何かございますか。 

 

学校教育課に質問です。児童に対して不適切な指導があったというこ

とですが、その後の学校の様子や対応状況、指導状況等について教えて

いただきたい。 

 

学校では保護者会を開き、その中で３つのことをお伝えしました。複

数の教員で学級の状況を見ながら授業を行うこと。子どもの心のケアを

行うこと。学校と保護者が連携していくこと。この３つのことを学校と

してしっかりと進めているところです。現在のところ当該学級の児童の

欠席はなく落ち着いた状況で活動が行われているとの報告を受けてい

ます。本日、校長会を行い、この中でこの事例に触れて「子どもに対す

る不適切な指導の根絶について」という通知を発出し全校長に向けて指

導を行ったところです。 

 

 

８日からコロナの対応が変わったということですが、報道等では学校

ではマスクを外さないということや子どもたちの健康が心配というよ

うな声が聞こえていますが、桐生の学校ではマスクの着用などどうなっ

ていますか。 

 

基本的には、マスクの着脱については個人の判断となっています。そ

ういったなかでも不安を抱えている子どもやご家庭の中で感染の心配

や高齢者と一緒に住んでいるという子どもも多いという状況のなかで、

マスクを着用している子どもが多いと聞いていますが、暑くなってくる

なかで登下校等の様子を見ていると、マスクをしている子とマスクを外

している子がいる状況です。熱中症については、これまで以上に気をつ

けていかなければならないと思いますので、あまりにも暑い日は、マス
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松本委員 

 

 

 

 

山野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

飯山委員 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

クの着用について触れていきたいと思います。ただし、このことを強い

るということはできませんので、あくまでも個人の判断でいうことでお

願いをしているところです。 

 

子どもたちは、自分の判断でということが難しいところもあり、教員

の方はマスクをつけて授業をするというような状況だと思います。個人

の判断ができるような状況や雰囲気を学校のなかで醸成していただけ

るといいなと思います。 

 

少し前の桐生タイムスに梅田南小の茶摘みに新里北小が参加して行

ったという記事が載っていました。各校の子どもの数が少ないなかで視

点を変えて、豊かな教育活動をクリエイトしてくださったと捉えまし

た。桐生の子どもを育て、桐生の学びを広げ、一緒に学ぼうというよう

な取組なのかなと感じました。色々なものを元に戻すのではなく、新し

い視点で教育活動をクリエイトしてエネルギーが湧くような指導を校

長先生たちにしていただけるとありがたいなと感じました。 

 

 

桐生では特色ある教育活動の展開ということで、桐生の良さをしっか

りと子どもたちに伝えていこうというところを大事にしています。これ

までのことを戻すということではなく、新しい視点でどのような力をつ

けていきたいのか、また、そうするにはどのようにアプローチしていっ

たらいいのかという発想の転換が非常に大事な時期だと考えています。

そんな一例を紹介していただきありがとうございます。これからも桐生

の良さを子どもたちに伝えていきたいと思います。 

 

元に戻すということでなく、新たなものを創造できる良いタイミング

でもあると思います。ありがとうございます。 

 

学校と家庭の連絡をしっかりできると良いなと思います。コロナで家

庭訪問がなくなったり、保護者としても学校に行く機会や学校との距離

を置かなければいけないというような遠慮してしまう部分もあり、気軽

にやり取りできるような関係性を保護者側から言いずらい部分もある

ので、学校側から何かあったら気軽に言ってくださいというような雰囲

気や関係性を築けるといいなと感じました。 

 

たしかに顔を合わせて、直接話をする機会が減ってしまっています。 

お互い理解をするということは大切なことだと思います。 
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

学校と家庭、また地域とつながっていることが、学校としても一番大

事なことだと思います。コロナという大きな変化があり、子どもたち同

士も顔と顔をつき合わせてというコミュニケーションを図りづらかっ

た部分もあったと思います。学校と家庭についても同様で、戻していか

なければならないと思いますので、ただいまの意見を参考にさせていだ

きながら考えていきたいと思います。 

 

 

質疑も出尽くした（ない）ようですから、これをもって質疑を終結い

たします。 

 

日程第４ 次回以降の教育委員会定例会について確認いたします。 

 

６月定例会については、６月２１日（水）午後２時から、市役所本館

３階 特別会議室 での開催を予定しています。 

 

７月定例会については、７月１９日（水）午後２時から、市役所本館

３階特別会議室 での開催を予定しています。 

 

次に、８月定例会の予定について、事務局からご提案願います。 

 

８月定例会については、８月７日（月）午後２時からの開催をご提案

申しあげます。 

 

８月定例会については、８月７日（月）午後２時からという提案があ

りましたが、よろしいでしょうか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

 それでは、８月７日（月）午後２時に予定させていただきます。 

 会場は、追って、ご連絡いたします。 

 

 

日程第５ につきましては、秘密会にいたしたいと思います。 

これにご異議はありませんか。 

 

＜異議なしの声＞ 
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教育長 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、日程第５ につきましては、秘密会で行います。 

本件は秘密会となるため、傍聴規則第６条の規定により、傍聴の方々、

報道の方々には、退場していただくことになりますので、よろしくお願

いいたします。 

暫時、休憩いたします。 

 

 


